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はじめに

第313回の委員会では、新築戸建住宅の買
主が、支払済手付金の返還と違約金等の支払
いを売主業者に求めた（本訴）一方、売主が、
違約金の支払いを買主に求めた（反訴）事案
において、買主の請求が棄却され、売主の請
求が全て認められた一方、売買契約締結後の
売主の説明義務は果たされていないとして、
買主による慰謝料請求が一部認められた事例
（東京地裁　平成30年７月11日判決）を取り
上げた。

＜事案の概要＞

本件は、新築戸建住宅を購入する契約を締
結した買主が、売主業者に対して、主位的請
求として①売主業者は地盤改良が不要である
との事実と異なる説明をしたのであるから、
地盤改良をしたうえで引渡す義務があったに
もかかわらずこれを怠った、②売買契約締結
後に買主が求めた地盤調査報告書の内容説明
を拒否した説明義務違反があった、ことから
契約を解除したとして支払済手付金の返還と
違約金等の支払いを求め、予備的請求として
消費者契約法に基づく契約取消に伴う手付金

返還を求める等をした（本訴）一方、売主が、
買主は債務履行の催告に応じなかったことか
ら契約を解除したとして手付金控除後の違約
金の支払いを買主に求めた（反訴）事案であ
る。
第一審においては、売主が契約締結までに

地盤について誤った説明をしたとも、地盤改
良義務を負っていたとも認められないとし
て、違約金の支払いについては買主の請求が
棄却され、売主の請求通り、買主に378万円
支払いが命じられた一方、売買契約締結後の
売主の説明義務は、付随的な義務に留まるも
のの、これは果たされていないとして、買主
による慰謝料請求の一部（計40万円）が認め
られた。
その後、売主・買主双方ともこの判決を不

服として控訴したが、控訴は実質的に棄却さ
れ、さらに買主は上告したものの、上告受理
申立は受理されず、確定した。

委員会では、売主業者の説明義務、特に異
なる調査結果が示された場合の説明義務等に
ついて意見交換が行われた。詳細は「委員会
における指摘事項」（108頁）を参照していた
だきたい。

〈不動産取引紛争事例等調査研究委員会（第313回）検討報告〉
売主業者による契約解除に伴う買主への違約金請求が認められる
とともに、売主業者の契約締結後の地盤調査結果に係る説明義務
違反による買主への慰謝料支払いも認められた事例

＜損害賠償等請求事件＞
◎東京高裁 平成30年７月18日判決
　平30（ネ）1262号・2402号　控訴・附帯控訴とも実質棄却　判例集未登載
　東京地裁 平成30年２月22日判決
　平28（ワ）17619号（本訴：一部認容）・平29（ワ）2288号（反訴：認容）　
　ウエストロー・ジャパン

調査研究部
（主任研究員：葉山 隆）
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また、委員会に先立ち行われたワーキング
グループ（不動産業者、行政庁等で構成）で
は、本事例等を踏まえ、地盤についての調査
内容や調査会社による調査報告書の内容説明
の対応等について報告がなされたので、一部
紹介する。

＜ワーキング意見＞ 

○地盤の調査や調査内容の説明について
・媒介にあたり、地盤に係ることで自ら調査
する内容としては、売主へのヒアリング、
建物内外のクラックの有無や床の傾きの目
視確認、液状化ハザードマップの確認とい
った程度である。

・調査会社による調査結果報告書があった場
合、これを重要事項説明書に添付すること
を社内規定で定めている参加者はなかった
が、あれば添付して交付することとしてい
るという参加者は多かった。

○地盤調査報告書の内容説明について
・地盤調査報告書の内容については、宅建業
者の専門領域外であり、宅建業者にこれを
説明できる能力はない。

・本事例のように調査結果が異なる報告書が
あったケースに遭遇したことがある参加者
はいなかったが、もしその様な事態になっ
たら、双方の報告書を提示して、あとは買
主の判断に委ねるしかないのではないか、
との意見であった。

・また、買主が内容の詳細説明を希望するの
であれば、調査会社に説明を依頼し（費用
を要するようであれば買主負担であろう）、
調査会社から直接説明してもらう対応にな
ろう、とのことであった。

○地盤調査依頼があった場合の対応について
・売主から希望があったことはないが、買主
から希望があった場合は、提携業者を紹介
することとしており、買主の費用負担で調

査を依頼し、その結果説明も提携業者から
買主に直接行ってもらっている、とのこと
であった。

・地盤調査は、建物のプランがある程度固ま
り、そのプランを踏まえて実施するのが通
常であり、購入検討の早い段階で実施する
ことはそもそも難しいのではないか、との
意見もあった。

○本判決の感想について
・判示されている「専門的な知見を有する者
の手を借りるなどして合理的な説明をする
義務」まで宅建業者に負わせるのは厳しい
のではないか、との意見もあった。

・国土交通省からは、ハザードマップの説明
に係る通達（その後省令改正で義務化）を
先般発出したが、これに限らず宅建業者自
身の能力で調査可能なものは調査・説明を
してほしいとのコメントがあった。

1 ．委員会資料

＜当事者＞

［原告］
Ｘ１：個人　買主
Ｘ２：個人　買主　Ｘ１の妻
［被告］
Ｙ：法人　売主宅建業者
（関係者）
Ａ社：ＸらとＹの媒介業者
　Ｂ：Ａ社の担当者　
Ｃ社：地盤調査会社（甲４報告書を作成）
Ｄ社：地盤調査会社（甲８報告書を作成）

＜判決の内容＞

［主文］
≪第一審≫
１　被告は、原告Ｘ１に対し、20万円及びこ
れに対する平成28年６月11日から支払済み
まで年６分の割合による金員を支払え。



97

RETIO.  NO.119  2020年秋号  

２　被告は、原告Ｘ２に対し、20万円及びこ
れに対する平成28年６月11日から支払済み
まで年６分の割合による金員を支払え。
３　原告らは、被告に対し，連帯して378万
円及びこれに対する平成29年１月27日から
支払済みまで年６分の割合による金員を支
払え。
４　原告らのその余の本訴請求をいずれも棄
却する。
５　訴訟費用は、本訴、反訴を通じてこれを
100分し、その３を被告の負担とし、その
余を原告らの負担とする。
６　この判決は、１項から３項までに限り、
仮に執行することができる。
≪控訴審≫
１　本件控訴に基づき、原判決主文３項を次
のとおり変更する。
⑴　控訴人らは、被控訴人に対し、連帯して
378万円及びこれに対する平成29年１月28
日から支払済みまで年６分に割合による金
員を支払え。
⑵　被控訴人のその余の反訴請求をいずれも
棄却する。
２　被控訴人の附帯控訴を棄却する。
３　控訴費用は控訴人らの負担とし、附帯控
訴費用は被控訴人の負担とする。
４　この判決１項⑴は、仮に執行することが
できる。

［請求］
≪第一審≫
１　本訴事件
⑴　主位的請求（債務不履行に基づく損害賠
償請求）
ア　被告は、原告Ｘ１に対し、389万円及び
これに対する平成27年12月18日から支払済
みまで年６分の割合による金員を支払え。
イ　被告は，原告Ｘ２に対し、389万円及び

これに対する平成27年12月18日から支払済
みまで年６分の割合による金員を支払え。

⑵　予備的請求１（不法行為に基づく損害賠
償請求）

ア　被告は、原告Ｘ１に対し、339万8387円
及びこれに対する平成27年12月18日から支
払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。

イ　被告は、原告Ｘ２に対し、339万8387円
及びこれに対する平成27年12月18日から支
払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。

⑶　予備的請求２（不当利得返還請求）
ア　被告は、原告Ｘ１に対し、100万円及び
これに対する平成27年12月18日から支払済
みまで年５分の割合による金員を支払え。

イ　被告は、原告Ｘ２に対し、100万円及び
これに対する平成27年12月18日から支払済
みまで年５分の割合による金員を支払え。

２　反訴事件
 主文３項と同旨。

≪控訴審≫
１　控訴の主旨
　原審に同じ
２　 附帯控訴の主旨
⑴　原判決中被控訴人敗訴部分を取り消す。
⑵　上記取消しに係る部分の控訴人らの請求
をいずれも棄却する。被告らは、原告に対
し、連帯して670万4808円及びこれに対す
る平成27年12月28日から支払済みまで年５
分の割合による金員を支払え。

［裁判所の判断］（控訴審）
当裁判所は、①Ｘらの本訴請求は、主位的

請求（債務不履行に基づく損害賠償請求）を
本件売買契約締結後の説明義務違反を理由と
する、それぞれ20万円及びこれに対する訴状
送達の日の翌日である平成28年６月11日から



98

RETIO.  NO.119  2020年秋号  

支払済みまで商事法定利率年６分の割合によ
る遅延損害金の支払を求める限度で理由があ
るから認容し、その余の主位的請求並びに予
備的請求１及び予備的請求２は、いずれも理
由がないから棄却し、②Ｙの反訴請求は、Ｘ
らに対し378万円及びこれに対する平成29年
１月28日から支払済みまで商事法定利率年６
分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め
る限度で理由があるから認容し、その余を棄
却するのが相当であると判断する。その理由
は、次のとおり補正し、９項以下のとおり当
審における主張に対する判断を加えるほかは
原判決の事実及び理由の第３の１ないし８に
記載のとおりであるから、これを引用する。
（補正及び追加後の内容）
１　認定事実
前提事実、証拠及び弁論の全趣旨によれば、

以下の事実が認められる。
⑴　Ｘらは、平成25年頃から、東京都杉並区
内を中心に、自宅としていわゆる戸建ての購
入を検討していたところ、Ｘ２の母が付き合
いのあった不動産仲介業者であるＡ社から、
いくつかの不動産の紹介を受けていた。
Ｘらは、平成27年10月17日、Ａ社のＢの案

内で、午前８時30分から本件土地建物の現地
見学を行い、その後、午前10時30分頃から、
Ｙの事務所において、Ｙ代表者から１時間ほ
ど本件土地建物についての説明を受けた。Ｙ
代表者からの説明の内容は、ほとんどが本件
建物の仕様に関するものであったが、説明の
終了間際に、Ｘらから本件建物の地盤に関す
る質問がされたのに対し、Ｙ代表者は、地盤
改良は不要との結果であった旨の回答をし
た。Ｙ代表者からの説明が終わった後、Ｘら
は、Ｙに対する本件土地建物の買受申込書を
提出し、翌日に、Ａ社の荻窪店において本件
土地建物の売買契約を締結することになった
ところ、Ｂは、Ｘらからの要望を受けて、Ｙ

代表者に対し、本件土地についての地盤調査
結果報告書を持参するよう依頼した。
⑵ア　Ｘら及びＸ２の父（以上３名を総称し
て以下「Ｘら３名」ともいう。）は、平成27
年10月18日の12時頃、Ａ社荻窪店を訪れ、Ｂ
及びその同僚のＡ社の従業員（この両名を総
称して以下「Ｂら」という。）から、契約書
及び重要事項説明書の内容につき説明を受け
たところ、その説明が終わった頃に、Ｙ代表
者が持参した甲４報告書が上記説明の行われ
ていた部屋に届けられ、Ｘら３名はその内容
を確認したところ、前提事実⑵ア（筆者注：
Ｐ.110ご参照）のような記載がされていた。
イ　その後、前記アの説明の場にＹ代表者が
加わり、Ｘら側において、Ｙ代表者に対し、
甲４報告書の記載につき問いただしたとこ
ろ、Ｙ代表者は、①「注意を要する軟弱地層」
が「有」とされていることにつき、「それは
間違いです。チェックの記載を間違ってしま
ったと思う。」旨の説明をし、②「地盤状況
により、地盤の強度増加や不同沈下抑制を目
的とした地盤補強が必要と思われます。」な
どの記載については、「他の号棟についての
記載が混ざってしまったかもしれません。」
などと説明した。
さらに、Ｘら側が、甲４報告書の記載は誤

りで本件土地の地盤には問題がなかったとい
うことかという旨の質問をしたところ、Ｙ代
表者は、地盤については間違いなく問題はな
い、電話でもそのように報告を受けているな
どと答えた。
ウ　Ｘ２の父は、本件売買契約の契約書に、
「地盤調査報告書においては、地盤状況『注
意を要する軟弱な自沈層の分布の存在』が
『有』となっていますが、これは誤りであり、
軟弱地層は『無』いことを確認します。」と
の追記をすることを求めたが、Ｙ代表者は、
きちんと確認もしていないのにそのような記
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載をすることはできないとしてこれを拒絶
し、Ｘら側に対し、日を改めて契約を締結す
ることを提案した。これに対し、Ｘらは、本
件土地建物をとても気に入っているとして、
同日中に契約を締結したいとの意向を示し
た。
エ　そこで、Ａ社のＢは、Ｘら３名及びＹ代
表者に対し、ポイントは甲４報告書が間違い
かどうかやなぜ間違ってしまったかではな
く、本件土地に地盤改良の必要があるか否か
ではないか、甲４報告書の正誤を問うのは本
質的ではなく、地盤改良の要否に言及すべき
ではないかという趣旨の提案をした。また、
Ｘら側は、Ｙ代表者に対し、本件土地につき
地盤改良の必要がなかったということでよい
かを確認したのに対し、Ｙ代表者は、本件土
地の地盤についてはＤ社という会社の10年保
証がついていて問題はない旨回答した。そし
て、Ｘら及びＹ代表者は、Ｂの上記提案を受
けて、本件売買契約の契約書６枚目の「売買
契約書特約条項」が記載されている部分に、
手書きで「地盤調査の結果、地盤改良工事は
不要との判定となっております。」との追記
をした上で、上記契約書に署名押印又は記名
押印し、本件売買契約を締結した。
⑶　Ｘ１は、平成27年10月18日の夜、Ａ社の
Ｂらに対し、Ｄ社の地盤保証書の提示等や、
本件土地の地盤について改良不要とされるま
での過程の確認・説明を依頼する旨の電子メ
ールを送信した。
これに対し、Ｂは、同月19日、Ｘ１に対し、
Ｙから送付を受けた甲８報告書を電子メール
で送信したが、同メールには、Ｙ側から説明
されたこととして、甲４報告書は間違いのあ
るものではない旨及び甲４報告書に係る地盤
調査を受けて甲８報告書に係る解析結果が出
た旨などが記載されていた。
これを受けて、Ｘ１は、Ｂらに対し、同月

20日、Ｄ社による解析結果（甲８報告書）は
直接基礎でよいとの判定がされているが、本
件土地につき改良工事の必要ありとされてい
る甲４報告書に係る地盤調査を受けてどうし
てそのような判定がされたのかにつき説明を
求めるなどする電子メールを送信した。
⑷　Ｘらは、平成27年10月25日、Ａ社荻窪店
において、Ｂから、同月20日にＸ１が送信し
た電子メール中の質問に対するＹ側からの回
答として、甲４報告書では本件土地につき地
盤改良工事が必要との判定がされているのに
対し、甲８報告書では同工事は不要との判定
がされている理由につき、「一般的に地盤調
査会社は、あくまでも土圧（Ｎ値）の数字、
データのみで、地耐力を判断してしまうよう
です。」、Ｄ社の場合は「数値、データはもち
ろんですが、土質を考慮しているとのこと。」、
今回はＣ社が改良判定でＤ社が改良なし判定
であったが反対の場合もあり「数字、データ
が良いものであっても、土質に問題があると
判断した場合は改良判定になるとのことで
す。」、「今回は総合的に検討した結果、改良
なし判定をしているとのことでした。」との
記載がされるなどした文書を受領した。
⑸ア　Ｘらは、平成27年11月７日、Ｙに対し、
Ａ社を通じて、本件土地につき地盤改良工事
をした上で本件土地建物を引き渡してほしい
旨を申し入れたが、Ｙはこれを拒否した。そ
こで、Ｘらは、同月14日付けで、Ｙ代表者に
宛てて、①買主（Ｘら）には、本件土地につ
き軟弱地盤のまま引渡しを受けるべき契約上
の義務がないことの確認を求める、②本件土
地につき地盤改良工事をした上で本件土地建
物の引渡しをすることを求める、③本件土地
の地盤改良に当たっては、健康被害が生じな
いよう、地盤改良の手法等につき買主と相談
の上で進めることを求める、④上記③に先立
ち、既に一部地盤改良がされている場合には、
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その旨を証する資料等の提供を求め、地盤改
良がされていない場合には、その旨を知らせ
ることを求める、⑤売主（Ｙ）が上記①～④
を履行しない限り、買主が本件売買契約に関
して何ら義務を負わないことを確認したいな
どとする申入書を送付した。
イ　Ｙは、Ｘらに対し、前記アの申入書を受
けて、平成27年11月18日付け回答書により、
本件土地は甲８報告書に係る地盤解析結果を
得た上で住宅建築に至ったものであり、地盤
改良工事を必要とする土地ではなく、Ｙにお
いては本件土地につき地盤改良工事をする意
思はない旨や、Ｘらにおいて地盤改良工事を
しないことを前提に本件売買契約を履行する
意思があるかを本回答書の到達後７日以内に
回答するよう求める旨を通知した。
ウ　Ｘらは、Ｙに対し、平成27年11月28日付
け書面により、本件土地につき地盤調査をし
ていないＤ社がどのような理由で甲４報告書
の結果を否定して安定した地盤であるといえ
るのかについての確認等を求めるとともに、
Ｘらにおいては、本件土地が軟弱地盤でない
との証明がない限り本件土地の引き渡しを受
ける義務はないと考えており、また、地盤改
良をしないままに不完全な形で債務の履行を
受けるつもりはない旨などを通知し、上記書
面は、同月30日、Ｙのもとに到達した。
⑹　本件売買契約においては、手付金を除く
残代金のうち4600万円について金融機関から
の融資（住宅ローン）により調達をすること
とされ、融資承認取得期日は平成27年11月６
日とされていた。ところが、Ｘらにおいては、
同日までに上記融資についての承認を取得し
ておらず、また、同月末日までに、上記融資
の申請を取り下げた。
２　Ｙが本件土地の地盤改良工事をした上で
本件土地建物を引き渡すべき義務に違反した
か否か（争点１・本訴の主位的請求関係）に

ついて
⑴　「地盤調査の結果、地盤改良工事は不要
との判定となっております。」との本件売買
契約の契約書への追記の文言、そのような文
言が追記されるに至った経緯及び弁論の全趣
旨を勘案すると、Ｘら及びＹは、本件売買契
約の締結に先立つＹ側の説明にあるような甲
４報告書の正誤の点は問題としないこととし
た上で、本件土地が地盤改良工事の必要のな
い土地であることを前提として本件売買契約
を締結したものと認められ、Ｙにおいては、
本件土地が関係法令に照らして地盤改良工事
を行う必要のない土地であると認められる場
合には、そのままの状態で本件土地をＸらに
引き渡せば、目的物の引渡義務の履行として
は足りるものと解するのが相当である（ただ
し、このような目的物の引渡義務の問題と、
本件土地が地盤改良工事の必要のない土地で
あることと甲４報告書の記載とが整合しない
ように見える点につきＹが説明義務を負うか
否かとは、別論である。）。これと異なるＸら
の主張及び証拠は、上記の認定判断及びこれ
に沿う証拠に照らし、採用することができな
い。
⑵　甲８報告書は、Ｃ社が実施した甲４報告
書に係る本件土地の地盤調査（スウェーデン
式サウンディング試験）の結果に基づいて、
Ｄ社が本件土地の地盤の解析を行った上で作
成したものであるところ、証拠及び弁論の全
趣旨によれば、Ｄ社においては、建築物の基
礎の構造につき定めた建築基準法施行令38条
３項及びこれを受けて定められた建設省告示
（平成12年５月23日第1347号）、地盤の長期許
容応力度の算定につき定めた建築基準法施行
令93条及びこれを受けて定められた建設省告
示（平成13年７月２日第1113号）の各定めに
従って合理的な検討をした上で、本件土地に
つき、「安定した地盤であると推察されます。
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従いまして、基礎工事にあたっては、根切り
後の締め固めを入念に行ったうえで、直接基
礎にて安全が確保できるものと考察致しま
す。」との見解を示し、本件建物の構造を「直
接基礎」とする旨の結論が導かれているもの
と認められる。
そうすると、本件土地は、関係法令に照ら
して地盤改良工事を行う必要のない土地であ
ると認められるものというべきであるから、
Ｙにおいては、現状のままで本件土地をＸら
に引き渡せば足りる。したがって、Ｙが本件
土地の地盤改良工事をした上で本件土地建物
を引き渡すべき義務に違反した旨のＸらの主
張は、採用することができない。
３　Ｙに本件土地の性状に関する説明義務違
反があったか否か等（争点２・本訴の主位的
請求及び予備的請求１関係）について
⑴　本件売買契約の締結に先立っての説明義
務違反について
Ｘらの主張に係る本件売買契約の締結に先
立っての説明義務違反の主張は、Ｙが、本件
売買契約の締結に先立ち、信義則上の説明義
務に違反して、本件売買契約を締結するか否
かに関する判断に影響を及ぼすべき情報をＸ
らに提供しなかった旨をいうものであると解
されるところ、仮にＹにそのような説明義務
違反があったとしても、Ｙにおいて、本件売
買契約上の債務の不履行による賠償責任を負
うことはないというべきである（最高裁平成
20年（受）第1940号同23年４月22日第二小法
廷判決・民集65巻３号1405頁参照）から、Ｙ
がＸらに対し上記説明義務違反につき債務不
履行責任を負う旨のＸらの主張は、採用する
ことができない。
また、本件売買契約の締結に先立ってＹが
Ｘらに対してした甲４報告書に関する説明が
誤ったものであったことは明らかであるが、
争点１に関する判断の中で述べたとおり、Ｘ

ら及びＹは、甲４報告書の正誤は問題としな
いこととした上で、本件土地について地盤改
良工事の必要がない土地であることを前提と
して、本件売買契約を締結したものであって、
Ｙによる上記のような甲４報告書に関する誤
った説明によりＸらが本件売買契約を締結
し、損害を被ったものということはできない
から、ＹがＸらに対し上記説明義務違反につ
き不法行為責任を負う旨のＸらの主張も、採
用することができない。
⑵　本件売買契約締結後の説明義務違反につ
いて
既に述べたとおり、Ｘら及びＹは、本件土

地が地盤改良工事の必要がない土地であるこ
とを前提として、本件売買契約を締結したも
のと認められるところ、①「地盤状況より、
地盤の強度増加や不同沈下抑制を目的とした
地盤補強が必要と思われます。」などとする
甲４報告書の記載は、一見すると本件土地が
地盤改良工事の必要がない土地であることと
整合しないものと見受けられるものというべ
きこと、②Ｙが本件売買契約の締結に先立ち
甲４報告書につき誤った説明をしたことは、
結果としてＸらの不信をまねく行為であると
いわざるを得ないものというべきこと、③甲
８報告書の記載を見ても、甲４報告書に係る
地盤調査の結果を前提として、どのような根
拠により「直接基礎にて安全が確保できる」、
すなわち、地盤改良工事を要しない土地であ
るとの結論を導いているかは明らかではない
ものといわざるを得ないことに加えて、④Ｙ
が不動産取引業等を営む会社であるのに対
し、Ｘらは不動産取引については素人である
こと、⑤Ｘらは、本件土地建物を自宅として
購入したものであるところ、本件売買契約が
締結された時期（東日本大震災発生の約４年
７か月後）に照らせば、自宅として戸建て住
宅を購入しようとする者は、地盤の状況にも
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高い関心を有しているのが一般的であったと
考えられることなどに照らすと、本件土地建
物の売主であるＹは、買主であるＸらに対し、
本件売買契約上の義務として、甲４報告書の
記載と甲８報告書の記載とが食い違うように
見える点につき、専門的知見を有する者の手
を借りるなどして合理的な説明をすべき義務
を負っていたものと解するのが相当である。
そして、Ｙにおいては、Ｘらに対し、Ａ社

を通じて認定事実⑷のとおり一応は説明をし
たものと認められるが、Ｘらの側において、
その内容の合理性を検証するためには不十分
なものといわざるを得ないものであって（な
お、Ｘら自身が専門的な説明を理解すること
が困難であるとしても、専門的知見を有する
者の手を借りるなどしてそのような検証を行
うことは可能である。）、Ｙにおいて上記の説
明義務を果たしたものということはできな
い。また、本件における全ての証拠を検討し
ても、Ｙにおいて、Ｘらが本訴に係る訴えを
提起するまでの間に、上記説明義務を果たし
たことを認めるに足りない。
以上と異なるＹの主張は、これまで述べた

ところに照らし、採用することができない。
４　Ｘらによる本件売買契約の解除の効力
（争点３・本訴の主位的請求関係）について
⑴　争点１及び２について述べたところから
すれば、①本件土地の地盤改良工事をした上
で本件土地建物を引き渡すべき義務に違反し
たことを理由とする本件売買契約の解除や、
②本件売買契約の締結に先立っての説明義務
違反を理由とする本件売買契約の解除を認め
る余地はないものというべきである。
⑵　また、既に述べたとおり、Ｘら及びＹは、
本件土地が地盤改良工事の必要がない土地で
あることを前提として本件売買契約を締結し
たものであり、本件土地が関係法令に照らし
て地盤改良工事を行う必要のない土地である

と認められれば、客観的には、契約の主たる
目的を達成することができるものというべき
であるから、争点２に関する判断中で判示し
た本件売買契約締結後のＹの説明義務（前記
３⑵）は、本件売買契約の要素たる債務では
なく、付随的義務にとどまるものと解される。
そうすると、Ｘらにおいて、Ｙが上記の説明
義務に違反したことを理由として本件売買契
約を解除することはできないものと解するの
が相当である。
⑶　したがって、Ｘらによる本件売買契約の
解除は、その効力を有しないものというべき
である。
５　Ｙの債務不履行又は不法行為によりＸら
に生じた損害の額（争点４・本訴の主位的請
求及び予備的請求１関係）について
⑴　争点１及び２についての判断に照らせ
ば、争点２に関する判断中で判示した本件売
買契約締結後のＹの説明義務違反（前記３⑵）
による損害について検討すれば足りる。
⑵　そして、争点３についての判断のとおり、
本件売買契約締結後のＹの説明義務が付随的
義務にとどまるものであること（したがって、
本件売買契約を解除する理由となるものでは
ないものというべきこと）に照らせば、①Ｘ
らにおいては、上記説明義務違反を理由とし
て本件違約金条項所定の違約金を請求するこ
とはできないものというべきであるし、②Ｘ
らが損害と主張するもののうち、手付金の返
還分ないし手付金相当額、本件土地建物の引
渡予定日以降のＸらの住居の賃料相当額及び
仲介手数料相当額については、いずれも上記
説明義務違反と相当因果関係のある損害には
当たらないものというべきである。
また、債務不履行に関しては不法行為との

競合が認められるなどの特段の事情のない限
り、弁護士費用相当額の賠償は認められない
ものというべきところ、本件においては、そ
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のような特段の事情を認めるに足りない。
⑶　一方、本件売買契約締結後のＹの説明義
務の性質及び内容、Ｘらにとっての本件売買
契約の重要性、その他本件における全ての証
拠により認められる一切の事情を勘案する
と、本件売買契約締結後のＹの説明義務違反
についての慰謝料の額は、Ｘらそれぞれにつ
き20万円ずつと認めるのが相当である。
なお、Ｘらは、附帯請求の起算日を解除の
意思表示がＹに到達した日の翌日である平成
27年12月18日としているが、証拠を見ても、
Ｘらにおいて、上記の解除の意思表示ととも
に、本件売買契約締結後のＹの説明義務違反
に係る損害賠償請求権につき支払の催告をし
たものとは認められず、Ｙにおいては、訴状
の送達により上記の支払催告をしたものと認
められる（当裁判所に顕著な事実）から、附
帯請求の起算日は、訴状送達の日の翌日であ
る平成28年６月11日とするのが相当である。
６　本件売買契約につき消費者契約法４条１
項１号所定の取消事由があるか否か（争点
５・本訴の予備的請求２関係）について
既に述べたとおり、Ｘらは、本件売買契約
の締結に先立つＹ側の説明にあるような甲４
報告書の正誤の点は問題としないこととした
上で、本件土地が地盤改良工事の必要がない
土地であることを前提として本件売買契約を
締結したものと認められるから、Ｘらにおい
て、甲４報告書の内容や本件土地が軟弱地盤
かについて誤信したことにより本件売買契約
を締結したものとの評価をすることはでき
ず、本件売買契約につき消費者契約法４条１
項１号所定の取消事由があるものとは認めら
れない。したがって、争点５に関するＸらの
主張は、採用することができない。
７　本件売買契約がＸらの錯誤により無効で
あるか否か（争点６・本訴の予備的請求２関
係）について

既に述べたとおり、Ｘらは、本件売買契約
の締結に先立つＹ側の説明にあるような甲４
報告書の正誤の点は問題としないこととした
上で、本件土地が地盤改良工事の必要がない
土地であることを前提として本件売買契約を
締結したものである。すなわち、Ｘらにおい
ては、本件土地が地盤改良工事の必要がない
土地であることを動機として表示した上で本
件売買契約を締結したものというべきであっ
て、本件売買契約がＸらの錯誤により無効で
ある旨のＸらの主張は、採用することができ
ない。
８　Ｙによる本件売買契約の解除の効力（争
点７・反訴関係）について
⑴　①本件売買契約に係る残代金の弁済期は
平成27年12月７日とされたところ、②本件売
買契約においては、Ｘらが残代金のうち4600
万円を金融機関からの融資により調達するこ
とが前提とされていたこと及びＸらが同年11
月末日までに上記融資の申請を取り下げたこ
と（認定事実⑹）に照らせば、Ｘらにおいて、
同年12月７日の時点で上記残代金につき弁済
の提供をしていなかったことは明らかという
べきである（Ｘらは、Ｘ２の父が保有する株
式を売却して残代金を支払うことができた旨
を主張するが、上記株式はＸらにおいて自由
に処分をすることができる資産とまでは解し
難い上、その換価にも一定の手間と時間を要
するものと考えられるから、Ｘらの上記主張
は、上記のような当裁判所の認定、判断を左
右するものとはいえない。）。
⑵　一方、既に述べたとおり、Ｙには、本件
土地につき地盤改良工事をすべき義務はなか
ったものというべきところ、Ｘらにおいては、
Ｙに対し、繰り返し、本件土地につき地盤改
良工事を行うことを求めたり、Ｙが地盤改良
工事を行わない限り本件土地の引渡しを受け
る義務がないとの意向を表明したりしていた
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（認定事実⑸）ものであって、平成27年12月
７日の時点において、Ｙが債務の本旨に従っ
た本件土地建物の引渡しの提供である本件土
地の地盤改良工事を行わない状態での本件土
地建物の引渡しの提供をしたとしても、Ｘら
においてこれを受け容れることは考え難い状
況にあったものといわざるを得ない。
また、本件売買契約においては、Ｘらが残

代金のうち4600万円を金融機関からの融資に
より調達することが前提とされていたことか
らすれば、前記⑴②のようなＸらの行動は、
客観的に見れば、残代金の支払義務を履行し
ない意思を明らかにしたものとの評価をされ
てもやむを得ないものというべきである。
⑶　以上からすれば、Ｙにおいては、平成27
年12月７日の経過をもって、自己の債務につ
き弁済の提供をすることなく、本件売買契約
を解除することができるものというべきであ
る。したがって、本件売買契約は、Ｙによる
解除の意思表示により解除されたものという
べきである。
そうすると、Ｙは、本件売買契約15条及び

19条の定めに従い、Ｘらに対し、違約金378
万円の連帯支払を求めることができるものと
いうべきである。

９　本訴の主位的請求及び予備的請求１につ
いて
⑴　Ｘらは、本件売買契約締結に当たり、甲
４報告書の正誤を問題としないことには同意
しておらず、本件土地が地盤改良の必要のな
い土地であることを前提として本件売買契約
を締結したものではないから、Ｙは地盤改良
義務を負い、その債務不履行があると主張す
る。
しかし、①Ｘらは、平成27年10月18日、本

件売買契約の締結に先立ち、甲４報告書を示
された際に、その内容につきＹ代表者を問い

質して説明を受けたが、その説明内容に納得
しなかったこと、②Ｘらは、Ｙ代表者に対し、
本件売買契約の契約書に「地盤調査において
は、地盤状況『注意を要する軟弱な自沈層の
分布の存在』が『有』となってますが、これ
は誤りであり、軟弱地盤は『無』いことを確
認します。」と追記することを求めたが、こ
れを拒絶されたこと、③Ｙ代表者から、日を
改めて契約を締結することを提案されたが、
Ｘらは本件土地建物をとても気に入っている
として、同日中に契約を締結したいとの意向
を示したこと、④Ｂから「甲４報告書の正誤
を問うのは本質的ではなく、地盤改良の要否
に言及すべきではないか」という趣旨の提案
を受けて、ＸらはＹ代表者に対し、本件土地
につき地盤改良の必要がなかったということ
でよいかを確認したところ、Ｙ代表者は、本
件土地の地盤についてはＤ社という会社の10
年保証がついていて問題はない旨回答したこ
と、⑤そこで、Ｘら及びＹ代表者は、Ｂの上
記提案を受けて、本件売買契約書の６枚目の
「売買契約書特約条項」が記載されている部
分に、手書きで「地盤調査の結果、地盤改良
工事は不要との判定となっております。」と
の追記をした上で、上記契約書に署名押印又
は記名押印して本件売買契約を締結したこと
は前記認定のとおりである。このような本件
売買契約締結に至る経緯及び本件売買契約書
の記載内容からみて、Ｘら及びＹは、Ｙ側の
説明にあるような甲４報告書の正誤の点は問
題としないこととした上で、本件土地が地盤
改良工事の必要のない土地であることを前提
として本件売買契約を締結したことが認めら
れる。本件売買契約締結に至る経緯にはＹが
地盤改良義務を負うことを基礎付ける事情は
存しない。したがって、Ｘらの上記主張は採
用することができない。
⑵　Ｘらは、甲４報告書を作成したＣ社が行
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った地盤調査の結果、地盤改良工事が不要で
あることを前提として本件売買契約を締結し
たものであるから、Ｙは地盤改良義務を負う
と主張する。Ｘらの上記主張は、その趣旨が
判然としないが、Ｃ社が行った地盤調査の結
果が誤りであるとし、本件売買契約は地盤改
良工事が不要であるとの前提に立っておら
ず、Ｙが地盤改良義務を負うというものとも
解される。
しかし、Ｘら及びＹは、Ｙ側の説明にある
ような甲４報告書の正誤の点は問題としない
こととした上で、本件土地が地盤改良工事の
必要のない土地であることを前提として本件
売買契約を締結したことは前示のとおりであ
る。そして、Ｄ社は、Ｃ社が実施した甲４報
告書に係る本件土地の地盤調査（スウェーデ
ン式サウンディング試験）の結果に基づいて
本件土地の地盤の解析を行い、建築基準法施
行令38条３項及びこれを受けて定められた建
設省告示（平成12年５月23日第1347号）、建
築基準法施行令93条及びこれを受けて定めら
れた建設省告示（平成13年７月２日第1113号）
の各定めに従って合理的な検討をした上で甲
８報告書を作成し、「安定した地盤であると
推察される。基礎工事にあたっては、根切り
後の締め固めを入念に行ったうえで、直接基
礎にて安全が確保できる。」との見解を示し
ているところ、その内容は合理的である。そ
うすると、本件土地は地盤改良工事が不要な
土地であると認めることができる。したがっ
て、Ｘらの主張は採用できない。
⑶　Ｘらは、仮にＹにより正しい説明がされ
ていれば契約締結に至らなかった蓋然性が非
常に高いから、契約締結前の説明義務違反に
より本件売買契約の解除及び不法行為責任が
認められるべきであると主張する。
しかし、仮にＹに契約締結前の説明義務違
反があったとしても、上記説明義務は本件売

買契約上の債務ではないから、その債務の不
履行があったともいえず、Ｙが同契約上の債
務不履行責任を負うことはないというべきで
ある。
また、Ｘらは、平成27年10月18日、Ｙ代表

者から、本件売買契約の契約書に軟弱地層が
ない旨の追記をすることを拒絶され、日を改
めて契約を締結することを提案されたもの
の、同日中に契約を締結したいとの意向を示
し、甲４報告書の正誤の点は問題としないこ
ととした上で、本件土地が地盤改良工事の必
要のない土地であることを前提として本件売
買契約を締結したものであることは前示のと
おりである。したがって、Ｙによる契約締結
前の誤った説明によりＸらが本件売買契約を
締結したとはいえず、それにより損害を被っ
たということもできないのであって、Ｙは上
記説明義務違反につき不法行為責任を負うこ
ともない。
⑷　他方、Ｙは、本件売買契約締結後におい
て、平成27年10月19日及び同月20日に、不動
産の売主に期待される信義に従い、情報開示
及び調査を誠実に行っており、その後Ｘらか
ら更なる説明を求められることもないまま、
同年11月中旬に至って、Ｘらが独自の判断に
基づき本件土地の地盤改良を求めるようにな
ったものであるから、Ｙには説明義務違反は
ないと主張する。
しかし、①甲４報告書は、一見すると本件

土地が地盤改良工事の必要がない土地である
ことと整合しないものと見受けられる記載を
含むものであること、②Ｙが本件売買契約に
先立ち甲４報告書につき誤った説明をしたの
は、Ｘらの不信を招くものであったこと、③
甲８報告書は、甲４報告書に係る地盤調査の
結果を前提としながら、地盤改良工事を要し
ない土地であるとの結論を導いているけれど
も、その根拠が明らかでないこと、④Ｙが不
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動産取引業を営む会社であるのに対し、Ｘら
は不動産取引については素人であること、⑤
Ｘらは本件土地建物を自宅として購入したも
のであるところ、本件売買契約が締結された
時期が東日本大震災発生の約４年７か月後で
あって、自宅として戸建て住宅を購入しよう
とする者は、地盤の状況にも高い関心を有し
ているのが一般的であったと考えられること
は前示のとおりである。これらの事情に照ら
すと、本件土地建物の売主であるＹは、買主
であるＸらに対し、本件売買契約上の義務と
して、甲４報告書の記載と甲８報告書の記載
とが食い違うように見える点につき、専門的
知見を有する者の手を借りるなどして合理的
な説明をすべき義務を負っていたものと解す
るのが相当である。ＹはＸらに対し一応の説
明をしたとはいえるものの、説明内容の合理
性を検証するには不十分といわざるを得ず、
説明義務を果たしたということはできない。
したがって、Ｙの上記主張は採用することが
できない。
⑸　また、Ｙは、財産的利益に係る意思決定
は、生命身体等の人格的利益に関する意思決
定権と比べて、被侵害利益としては脆弱なも
のであるから、法的に保護すべき必要性は高
いとはいえないとして、本件売買契約締結後
の説明義務違反による慰謝料は発生しないと
主張する。
しかし、本件売買契約は、自宅として居住

することが予定されている不動産の購入を目
的とするものであり、重要な財産についての
取引であるばかりでなく、Ｘらが本件土地建
物を買い受けた場合には、そこに住むことに
なり、その安全性は生命身体等の人格的利益
にも関わる面があるから、財産的利益に関す
るものに限定されない。本件売買契約締結後
に上記説明義務は、甲４報告書の記載と甲８
報告書の記載とが食い違うように見える点に

つき合理的な説明を受け、もってＸらの疑念
を解消するためのものであって、相応に重要
なものということができる。そうすると、そ
の説明義務違反によるＸらの損害について慰
謝料の発生を認めるのが相当であり、Ｙの上
記主張は採用することができない。
10　本訴の予備的請求２について
⑴　Ｘらは、契約締結後の説明義務は、本件
売買契約の要素たる債務であるとし、Ｙに説
明義務違反がある以上、解除が認められるべ
きであると主張する。
しかし、本件売買契約は本件土地が地盤改

良工事の必要がない土地であることを前提と
して締結されたものであり、本件土地が地盤
改良工事を行う必要のない土地であることが
認められれば、客観的には契約の主たる目的
を達成することができる。そうすると、本件
売買契約締結後のＹの説明義務は、本件売買
契約の要素たる債務ではなく、付随的義務に
とどまるというべきであり、Ｘらは、Ｙが上
記の説明義務に違反したことを理由として本
件売買契約を解除することはできないと、解
される。
⑵　Ｘらは、Ｙが甲４報告書が本件土地に関
するものでないという誤った説明をした行為
は、重要事項についての不実告知に当たり、
その結果、Ｘらは甲４報告書が本件土地につ
いてのものでなく、本件土地は軟弱地盤でな
いと誤認して、本件売買契約を締結したので
あるから、本件売買契約には消費者契約法４
条第１項１号所定の取消事由があると主張す
る。
しかし、Ｘら及びＹは、本件売買契約の締

結に先立つＹ側の説明にあるような甲４報告
書の正誤の点は問題としないこととした上
で、本件土地が地盤改良工事の必要のない土
地であることを前提として本件売買契約を締
結したことは前示のとおりであるから、Ｘら
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が、甲４報告書が本件土地について作成され
たものであるか否かについてＸらに誤認があ
ったとしても、本件売買契約の締結との因果
関係はない。したがって、Ｘらの本件売買契
約締結は、同法４条１項１号の「消費者は、
…当該各号に定める誤認をし、それによって
当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思
表示をしたとき」に該当しない。
⑶　Ｘらは、本件売買契約締結に当たり、真
実は、甲４報告書が本件土地について作成さ
れたものであるのに、甲４報告書が本件土地
について作成されたものでないと誤信し、か
つ、その動機を明示して本件売買契約を締結
したのであるから、本件売買契約は錯誤によ
り無効であると主張する。
しかし、Ｘら及びＹは、本件売買契約の締
結に先立つＹ側の説明にあるような甲４報告
書の正誤の点は問題としないこととした上
で、本件土地が地盤改良工事の必要のない土
地であることを前提として本件売買契約を締
結したことは前示のとおりであり、甲４報告
書が本件土地について作成されたものでない
ことは、Ｘらが本件売買契約を締結した動機
であるとは認め難い。むしろ、Ｘらが本件売
買契約を締結した動機は、本件土地が地盤改
良工事の必要のない土地であることであっ
て、かつ、その動機は本件売買契約に「地盤
調査の結果、地盤改良工事は不要となってお
ります」との追記が表示されているから、Ｘ
らに動機の錯誤はない。したがって、Ｘらの
上記主張は採用することができない。
11　反訴請求について
⑴　Ｘらは、Ｙが平成27年12月７日の経過を
もって本件売買契約を解除するには自己の債
務の弁済の提供を要すると主張し、その事情
として、①Ｘ２の父が保有する株式を売却し
て残代金を支払うことができたこと、②本件
土地の地盤改良工事を行わない状態での本件

土地建物の引渡しの提供を受け容れることは
考え難くなかったこと、③Ｙがガス工事及び
外構工事を含むすべての工事を完了して本件
土地建物を引き渡せる状態となったのは平成
27年12月19日であることを挙げる。
しかし、上記①について、Ｘらは、本件売

買契約に係る残代金の弁済期である平成27年
12月７日にＸらが残代金につき弁済の提供を
していなかったことは前記認定のとおりであ
り、Ｘらの指摘する上記事情を認めるに足り
る的確な証拠はない。
上記②について、Ｘらは、平成27年11月７

日以降、Ｙに対し、繰り返し、本件土地につ
き地盤改良工事を行うことを求めたり、Ｙが
地盤改良工事を行わない限り本件土地の引渡
しを受ける義務がないと表明したりしていた
ことは前記認定のとおりである。そうすると、
本件売買契約に係る残代金の弁済期である平
成27年12月７日にＹが本件土地の地盤改良工
事を行わない状態での本件土地建物の引渡し
の提供（これは債務の本旨に従った本件土地
建物の引渡しの提供である）をしたとして
も、Ｘらにおいてこれを受け容れることは考
え難い状況であったというべきである。
このように、Ｘらは、本件売買契約に係る

残代金の弁済期である平成27年12月７日の時
点に残代金につき弁済の提供をしておらず、
かつ、Ｙが同日に本件土地の地盤改良工事を
行わない状態での本件土地建物の引渡しの提
供をしたとしても、Ｘらにおいてこれを受け
容れることは考え難い状況にあったから、上
記③の点のいかんにかかわらず、同日の経過
をもってＹは自己の弁済の提供をすることな
く本件売買契約を解除することができるとい
うべきである。
したがって、Ｘらの上記主張は採用するこ

とができない。
⑵　Ｘらは、当審において、Ｙには本件売買
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契約締結後の説明義務違反という債務不履行
があったから、本件売買契約についての解除
権行使は、信義則に違反し、又は権利の濫用
に当り、認められないと主張する。
しかし、Ｙに本件売買契約締結後の説明義

務違反があるけれども、同義務は付随的義務
にとどまるから、Ｙが同義務に違反したこと
をもって、Ｙによる解除権の行使が信義則に
違反するとか権利の濫用に当たるなどとはい
えない。したがって、Ｘらの上記主張は採用
することができない。
⑶　Ｘらは、当審において、Ｙに本件売買契
約締結後の説明義務違反があることを理由と
して、過失相殺を主張する。
しかし、反訴請求の請求原因は、Ｘらが本

件売買契約に係る残代金債務の履行を怠った
ことによる債務不履行解除及び本件違約金条
項である。本件売買契約締結後のＹの説明義
務は同契約の要素たる債務ではなく、付随的
義務にとどまる。そうすると、Ｙが上記説明
義務に違反しても、Ｘらによる売買残代金の
不払を理由とする解除とは関係ないから、こ
の点についてＹに過失があったとはいえな
い。したがって、Ｘらの上記主張は採用する
ことができない。
⑷　Ｘらは、そのほか、本件売買契約が消費
者契約法４条１項１号による取消事由がある
とか、錯誤による無効であるなど、種々主張
するけれども、いずれも採用の限りではない。
12　結論
⑴　以上によれば、当裁判所の判断は次のと
おりとなる。
ア　Ｘらの本訴請求は、主位的請求（債務不
履行に基づく損害賠償請求）のうち本件売買
契約締結後の説明義務違反を理由として、そ
れぞれ20万円及びこれに対する訴状送達の日
の翌日である平成28年６月11日から支払済み
まで商事法定利率年６分の割合による遅延損

害金の支払を求める限度で理由があるから認
容し、その余の主位的請求並びに予備的請求
１及び予備的請求２は、いずれも理由がない
から棄却すべきである。
イ　ＸらはＹに対し、債務不履行に基づき、
378万円（本件違約金条項所定の違約金から
手付金200万円を控除した残額）を支払う義
務を負う。
債務不履行に基づく違約金支払債務は期限

の定めのない債務であり、民法412条３項に
よりその債務者は債権者からの履行の請求を
受けた時に初めて遅滞に陥る。Ｙの上記違約
金支払い請求は、反訴状に基づいて初めて主
張されたものであるところ、反訴状は平成29
年１月27日に送達されたことが明らかであ
る。そうすると、Ｘらは同日限り上記違約金
支払債務について遅滞に陥ったから、ＹはＸ
らに対し、その翌日である平成29年１月28日
から支払済みまで商事法定利率年６分の割合
による遅延損害金の連帯支払を求めることが
できる。
したがって、Ｙの反訴請求は、上記の限度

で理由があるから認容するが、その余は理由
がないから棄却すべきである。
⑵　よって、これと一部異なる原判決は失当
であるから、本件控訴に基づき原判決主文３
項を本判決主文１項のとおり変更し、Ｙの附
帯控訴は理由がないからこれを棄却すること
として、主文のとおり判決する。

2 ．委員会における指摘事項

○売買契約締結前の説明義務違反等に関する
裁判所の判断について

・本控訴審判決（地裁判決を引用）では、売
買契約前の説明義務違反について、平成23
年４月22日の最高裁判決を引用して、売買
契約に基づく「債務不履行責任」としては
負うことはない、としているが、この最高
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裁判決は、説明を受けていなかったら売買
契約をしなかったような場合を前提にして
おり、そこまで言えない本事案まで当ては
めが行えるかは、疑問の余地がある。
・もっとも、契約締結前の説明義務違反の議
論をすると話が複雑になるので、各20万円
程度の慰謝料をＸらに認める法的なロジッ
クとして、契約締結後の説明義務違反とし
て処理したという見方もできよう。
・慰謝料の金額には、さほどの根拠はないだ
ろうが、買主が契約締結を急いだと事実認
定されたことが、買主にとって厳しめの判
断になったポイントではないか。契約締結
前に懸念材料が出たのであれば、やはり一
度冷静になって、慎重に手続きを進めるこ
とが重要であろう。
○異なる地盤調査の調査結果についての説明
義務について
・地盤調査について、２つの異なった調査結
果があるのなら、その情報自体が売買契約
を締結するか否かの判断に影響を与えるこ
とも考えられるため、片方の調査結果の方
が明らかに正しいと言える特段の事情がな
い限り、２つの調査結果の双方を説明すべ
きということになるのではないか。
・売主が自ら買主に資料（地盤調査結果）を
提示したのなら、それについて買主から説
明を求められれば、専門家の手を借りてで
も説明する義務があると言えよう。
・一般論として、売主が買主から説明を求め
られた場合に、客観的事実と異なる説明を
行えば、説明義務違反を問われるおそれは
ある。
○建物状況調査の説明義務等について
・宅建業法上、建物状況調査を実施している
場合には、媒介業者は「結果の概要」を説
明することとなっているので、仮に、媒介
業者が、買主から「結果の概要」以上のこ

とについて説明を求められれば、説明が行
われるように調整する程度の対応を行えば
よいのではないか。

・売主業者が、自ら依頼して建物状況調査を
行った場合には、売主業者自らが買主に資
料を出したのであるから、地盤調査と同様
に、専門家の手を借りてでも説明する義務
があると言えるのではないか。これは、売
主が宅建業者でない場合も同様であろう。

　　専門家の詳細説明が必要な場合、売主は、
専門家を紹介するだけで、あとは費用負担
を含め買主で対応してください、では済ま
されないだろう。いずれにしても、建物状
況調査の普及に向けて、詳細説明の費用負
担を含め、トラブルが発生しないような合
理的な仕組みを構築していくことが求めら
れよう。

3 ．参考資料

（委員会資料より一部抜粋）

Ⅰ．参考法令等

1　建築基準法施行令

第38条（基礎）　
建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及

び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈
下又は変形に対して構造耐力上安全なものと
しなければならない。
２　建築物には、異なる構造方法による基礎
を併用してはならない。
３　建築物の基礎の構造は、建築物の構造、
形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣
が定めた構造方法を用いるものとしなければ
ならない。この場合において、高さ13Ｍ又は
延べ面積3000㎡を超える建築物で、当該建築
物に作用する荷重が最下階の床面積１㎡につ
き100KNを超えるものにあっては、基礎の底
部（基礎ぐいを使用する場合にあっては、当
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該基礎ぐいの先端）を良好な地盤に達するこ
ととしなければならない。

（以下略）
第93条（地盤及び基礎ぐい）
地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持

力は、国土交通大臣が定める方法によって、
地盤調査を行い、その結果に基づいて定めな
ければならない。ただし、次の表に掲げる地
盤の許容応力度については、地盤の種類に応
じて、それぞれ次の表の数値によることがで
きる。　　（表略）

Ⅱ．参考裁判例

１．東京地裁　Ｈ29.3.24　RETIO117-122 
〇建売住宅の不同沈下が発生したのは、適切
な地盤改良又は基礎選定が行われず、周辺
で発生した地盤沈下に対処することができ
なかったことが原因であるとして、売主業
者に瑕疵担保責任が認められた事例。

２．東京地裁　Ｈ26.10.31　RETIO99-74 
〇東日本大震災により液状化被害を受けた分
譲住宅の買主らが分譲会社に対して、分譲
地の地盤改良工事を行わなかった義務違
反、危険があることの説明義務違反による
不法行為責任等に基づく損害賠償を求めた
事案において、分譲会社は当時の技術的知
見に基づく液状化対策を実施していた等と
して、買主らの請求を棄却した事例。

３．名古屋高裁　Ｈ26.10.30　RETIO97-92
〇敷地の地盤沈下により建物が傾斜した戸建
住宅の購入者が、売主に対して、主位的に
瑕疵担保責任による原状回復請求権に基づ
く契約解除を求め、予備的に瑕疵担保責任
又は不法行為に基づく損害賠償を求めた控
訴審において、売主業者の不法行為を認め、
購入者の請求の一部が容認された事例。

４．東京地裁 Ｈ25.3.22　RETIO92-114
〇中古住宅を購入した買主が、引渡し後まも
なく地盤が不安定であり建物に傾きやひび
割れ等が生じているとして、売主及び媒介
業者に対し調査説明義務違反による不法行
為ないし債務不履行による損害賠償請求、
また、売主に対し、売買契約の錯誤無効を
理由とする既払売買代金の不当利得返還請
求、予備的に売主に対し、瑕疵担保責任に
基づく損害賠償請求を行った事案におい
て、本件傾き等を瑕疵としたが、その程度
は建替えを要するほどのものではないとし
て錯誤による無効は認めず、売主及び媒介
業者の信義則上の調査説明義務違反を認
め、請求の一部を認容した事例。

５．名古屋高裁　Ｈ22.1.20 RETIO80-134
〇土地の買主らが、地盤が軟弱で建物建築に
適さず、地盤改良工事が必要であったとし
て、説明義務違反又は瑕疵担保責任に基づ
き売主に改良工事費用の支払いを求めた事
案。原審では、パンフレットに注意喚起文
言があったことから請求が棄却されたが、
控訴審では、その注意書きは明示的ではな
く、軟弱な地盤は土地の瑕疵にあたるとし
て、請求を全て認容した事例。

６．さいたま地裁　Ｈ19.2.9　RETIO71-76
〇水田の盛土工事に起因する隣地建物の不同
沈下について、盛土工事の発注者である水
田所有者らの共同不法行為責任が認められ
たが、建物補修費用が建物の交換価値を超
える場合には、建物の交換価値を限度とす
るとされた事例。

Ⅲ．参考資料

１．Ｃ社作成の地盤調査報告書（甲４報告書）
の概要
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調査年月日：平成27年６月15日
≪調査結果の考察≫
①調査地は、〇〇台地内、東側の谷地へ至る
斜面地を切土や盛土によって平坦化された
地域に位置しています。
②地盤の状況　注意を要する軟弱地盤：有
　地盤状況として、上部構造物の荷重影響範
囲内に層厚を異にして軟弱な自沈層の分布
が確認されていることから、上載荷重によ
る圧密不同沈下が懸念されます。
③基礎工法
　地盤状況より、地盤の強度増加や不同沈下
抑制を目的とした地盤補強が必要と思われ
ます。

２．Ｄ社作成の地盤解析結果報告書（甲８報
告書）の概要
作成年月日：平成27年７月７日
≪地盤の考察≫
調査結果より、安定した地盤であると推察
されます。従いまして、基礎工事にあたって
は、根切り後の締め固めを入念に行ったうえ
で、直接基礎にて安全が確保できるものと考
察致します。
≪結果≫
直接基礎
≪基礎と地盤補強の提案≫
ベタ基礎

３．Ｙ作成のＸらへの回答（説明）書
（平27.10.25にＢがＸに交付・抜粋）
一般的に地盤調査会社は、あくまでも土圧

（Ｎ値）の数字、データのみで、地耐力を判
断してしまうようです。Ｄ社の場合は「数値、
データ」はもちろんですが、土質を考慮して
いるとのこと。
今回はＣ社が改良判定でＤ社が改良なし判
定でしたが、全く反対の場合もあるようです。

（数は少ないですが…。改良なしの判定の後
に再度判定を求めること自体が少ないため。）
数字、データが良いものであっても、土質

に問題があると判断した場合は改良判定にな
るとのことです。今回は総合的に検討した結
果、改良なし判定をしているとのことでした。

４．改正宅地建物取引業法に関するＱ＆Ａ
（Ｈ30.2.1現在 国土交通省HPより）
　建物状況調査の結果の概要に関する重要事
項説明について

（Ｑ4-3）
建物状況調査の結果の概要を説明した時

に、購入又は賃借の希望者から詳細な説明を
求められた場合、どうしたらよいですか。
（Ａ4-3）
宅地建物取引業者は売主又は貸主を通じ

て、建物状況調査を実施した者に対して、購
入又は賃借の希望者が詳細な説明を求めてい
ることを連絡し、詳細な説明のための調整を
行うことが望ましいです。

おわりに

ワーキンググループの意見にもある通り、
地盤調査会社の調査報告書の内容について説
明を求められても、その詳細を説明する能力
がある宅建業者は稀であろう。本事例におい
て売主業者は、地盤調査結果に関する買主か
らの質問に対して、応えていなかったわけで
はなく、調査会社に照会して回答する等を行
っていたものの、その対応は不十分であった
と判断され、慰謝料請求が認められている。
結果の異なる複数の地盤調査報告書があるこ
と自体、稀なケースなのだろうが、本事例で
は、買主が売買契約締結以前から地盤につい
て強い関心を示していたと窺がわれることか
ら、売主業者としてもより慎重な対応が必要
だったと言えるのではなかろうか。
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一方、買主は、媒介業者から物件案内を受
けた当日に購入申込みをし、翌日には売買契
約締結をしている。買主は、媒介業者から他
にも検討者がいると聞かされて、契約を急い
だと話をしており、当機構への電話相談でも
同様の話を聞くことがある。
たしかに不動産は同じものは２つとはない

が、委員会意見にもある通り、契約締結は慎
重に進めることが重要であろう。
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